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1 計画策定の必要性 

平成28年熊本地震（以下「熊本地震」

という。）では、住宅の倒壊等により多

数の尊い命が失われ、県内の多くの建

築物が甚大な被害を受けました。建築

物は生活や社会経済活動を支える重要

な基盤であり、大地震に対する市民の

安全・安心の確保のためには建築物の

耐震化を図っていくことが重要です。 

大規模地震への対策は、平成 7 年 1

月 17 日に発生した阪神・淡路大震災に

おいて住宅や建築物が倒壊したことに

より、多くの人的被害が出た教訓を踏

まえて、「建築物の耐震改修の促進に関

する法律」（平成 7 年法律第 123 号。以

下「耐震改修促進法」という。）が制定

され、既存建築物の耐震診断・耐震改修の促進を図ってきましたが、その後の新潟県中越地震、

福岡県西方沖地震等の頻発及び東海、東南海・南海地震等の発生の切迫性等を受けて、平成 18年

の法改正で、建築物の所有者等に対する耐震化の努力義務や指導等の拡充が行われ、平成 23 年の

東日本大震災により甚大な被害が発生し、平成 25年の法改正で、一定規模以上の多数の者が利用

する建築物等の耐震診断の義務付け等の措置が講じられました。 

天草市（以下「本市」という。）では、耐震改修促進法に基づく法定計画として、「天草市建築

物耐震改修促進計画」（以下「市促進計画」という。）を平成 21 年 3 月に策定しました。 

その後、本市では学校施設の耐震化を中心に、市有建築物の耐震化を進めてきました。しかし

ながら民間では、建築物の耐震化の必要性に対する理解が進まなかったことや費用・技術的な問

題などによって、建築物の耐震化が思うように進んでいなかった状況下で平成 28年 4月に熊本地

震が発生し、本市においては震源から離れていたにもかかわらず住家の一部破損等の被害を被っ

ています。 

熊本地震の震源域付近には、布田川断層帯、日奈久断層帯が存在しており、これらの断層帯の

活動によるものと考えられています。 

今後も日奈久断層帯南部の地震や南海トラフ沿いの地震をはじめ、大きな地震の発生が憂慮さ

れており、いつ、どこで大規模な地震が発生してもおかしくないとの認識のもと、早急かつ計画

的に建築物の耐震化を促進する必要があります。 

（資料：熊本県耐震改修促進計画より一部抜粋） 

  

第 1 章 計画の背景と目的 

平成 28 年熊本地震による被害 

熊本城、被災後の北十八間櫓（中央）と東十八間櫓（左奥） 

国指定重要文化財 

 出典：熊本城 Face Book 
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2 計画策定の視点 

令和 8 年 1 月に国土交通省の防災・減災対策本部が公表した南海トラフ巨大地震対策計画（第 4

版）では、「南海トラフ沿いの地域については、マグニチュード 8～9 クラスの地震の今後 30 年以

内の発生確率は 60～90％程度以上（令和 7 年 1 月 1 日現在）」とされています。また、震度 6 弱か

ら震度 7 の強い揺れが関東から九州までの太平洋側の広範囲で発生することが想定されています。

このような災害が発生した場合、本市においても甚大な人的・物的被害が発生することが考えられ

ることから、建築物の地震に対する安全性の向上を図るため、住宅・建築物の耐震化の促進が喫緊

の課題となっています。 

阪神・淡路大震災では、地震を直接の死因とする 5,502 人のうち、約 9 割の 4,831 人は、家屋、

家具類等の倒壊による圧迫死と思われるものでした。また、旧建設省の建築技術審査委員会の特別

委員会である建築震災調査委員会の報告書では、昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法の改正によって

強化された耐震基準（以下「新耐震基準」という。）に基づいた建築物は、倒壊に至るような大き

な被害が少なかったとのことで、この傾向は、平成 16 年の新潟県中越地震においても顕著でした。 

しかし、国土交通省の熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会が平成 28 年 9 月に

とりまとめた報告書によると、熊本地震では、昭和 56年 5月 31 日以前の建築基準法に基づく耐震

基準（以下「旧耐震基準」という。）だけでなく新耐震基準導入以降の木造建築物で、接合部の仕

様等が明確化された平成 12 年より前の基準に基づいた建築物においても倒壊等の被害が見られ、

平成 12 年以降の基準に基づいた建築物の倒壊率が低かったことから、接合部の仕様が現行規定ど

おりのものは、地震に対する倒壊・崩壊の防止に有効であることが認められました。 

こうしたことから、大規模地震による被害を減少させるためには、旧耐震基準の建築物だけで

はなく、平成 12 年より前の新耐震基準の建築物についても耐震性の向上を図ることが重要です。 

 

3 計画の目的 

本市は、耐震改修促進法に基づく法定計画として、市促進計画を平成21年3月に策定しました。 

その後、平成 25 年 11 月の耐震改修促進法の改正、施行によって、不特定かつ多数の者や避難

確保上、特に配慮を要する者が利用する大規模な建築物に対して耐震診断を義務付けるなど、建

築物の耐震改修の促進に向けた取組みが強化されたことを受け、本市でも促進計画を改定してき

ました。 

そのような中、平成 28 年 4 月に熊本県を中心に甚大な被害をもたらした熊本地震、令和 6 年の

能登半島地震等、大規模地震が相次いで発生しており、今後も大きな地震が憂慮されている中、

耐震化の重要性及び緊急性が更に高まっています。 

国は耐震改修促進法に基づき、令和 7 年 7 月に「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図る

ための基本的な方針」（以下「国の基本方針」という。）を改正し、耐震性が不足する住宅を令和

17 年までにおおむね解消する等の目標を定め、建築物の耐震化を促進するための新たな取組み等

を示しました。 

今回の市促進計画改定においては、今後の地震による建築物の倒壊等の更なる被害を未然に防

止し市民の生命、身体及び財産を保護するため、熊本地震等の教訓や課題も踏まえ新たな目標や

施策を設定し、建築物の耐震化のより一層の促進を図ることを目的とします。 
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4 計画の位置付け 

市促進計画は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、耐震化の目標や施策、地震

に対する安全性の普及啓発や措置等の事項を定め、本市における耐震診断・耐震改修の促進に関

する施策の方向性を示すマスタープランとして位置付けを行うものです。併せて、天草市地域防

災計画における震災対策に係る基本的な方針に基づき定めるものです。 

市促進計画の計画期間は、令和 8 年度から令和 17年度までとします。なお、上位計画である第

3 次天草市総合計画の計画期間が令和 11 年度までとなっていることから、次回の総合計画の見直

し時期に市促進計画の見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

法 

 

国 

 

県 

 

市 

 

 

国土強靭化基本法 災害対策基本法 【耐震改修促進法】 

建築物の耐震改修の 

促進に関する法律 

国土強靭化 

基本計画 

防災基本計画 

〔中央防災会議〕 

【国の基本方針】 

建築物の耐震診断及び 

耐震改修の促進を図る 

ための基本的な方針 

熊本県 

国土強靭化地域計画 

熊本県 

地域防災計画 

熊本県建築物 

耐震改修促進計画 

くまもと新時代共創基本方針及び総合戦略 

第 3 次天草市総合計画 

天草市 

地域防災計画 

天草市建築物 

耐震改修促進計画 

平成 28 年熊本地震からの復旧・復興プラン 

天草市 

国土強靭化地域計画 

図 市耐震改修促進計画と関係法令及び関連計画 

県と連携して建築物の耐震化を一体的に促進 
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【参考】 改正耐震改修促進法の近年の主な改正点 

【平成 25 年 11 月 25 日施行】 

○建築物の耐震化の促進のための規制強化 

  以下の建築物について、所有者は耐震診断を行い、その結果を一定の期間までに

所管行政庁に報告することを義務付け。 

 

 ①要緊急安全確認大規模建築物 

  ・不特定多数の者が利用する大規模建築物（病院、店舗、旅館等） 

  ・避難確保上、特に配慮を要する者が利用する大規模建築物 

   （老人ホーム、小学校、幼稚園等） 

  ・一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等 

  

 

 

 ②要安全確認計画記載建築物（耐震改修促進計画に位置付け） 

  ・官公署や病院等の防災拠点建築物 

  ・緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 

 

 

 

【平成 31 年 1月 1日施行】 

○耐震診断義務付け対象の拡大 

   要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物）については、その付属する危険

な塀について、耐震診断の義務付け対象を拡大。 

 

 

【参考】 令和 7 年の国の基本方針の主な改正点 

【令和 7年 7月 17 日施行】 

 ○住宅、建築物の耐震化の目標の見直し 

   住宅については令和 17 年までに、要緊急安全確認大規模建築物については令和

12 年までに、要安全確認計画記載建築物については早期に、それぞれ耐震性が不

十分なものをおおむね解消することを目標とする。 

 ○新たな取組みの位置づけ 

  ・高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等の耐震化に関する融資制度の普及 

  ・省エネ改修等と合わせた耐震改修の促進 

  ・新耐震基準導入以降の木造住宅の耐震性能検証の普及促進 

 

 

耐震診断結果の報告期限：平成 27年 12 月 31 日までに所管行政庁に報告 

耐震診断結果の報告期限：地方公共団体が定める日までに所管行政庁に報告 
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5 市、所有者等の役割 

（１） 市の役割 

本市は、地域と一体となった地震防災対策の取組みや地域の自主防災組織などとの連携に

よる住宅・建築物の所有者等に対する防災意識の普及啓発を行うとともに、所有者等の取組

みを支援するために、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や、

負担軽減のための制度の構築など、必要な施策を講じ、耐震改修を実施する上で阻害要因と

なっている課題を解決していきます。その為に以下の施策に取組む必要があります。 

 

① 本市が所有する公共建築物（以下「市有建築物」という。）の耐震化 

② 本市による建築物耐震改修促進計画の適確な運用 

③ 地震防災マップの作成 

④ 熊本県と連携した住宅・建築物の耐震化の促進 

⑤ 耐震診断及び耐震改修の指導・助言等 

⑥ 自主防災組織等との連携、広報紙等の活用による普及啓発 

⑦ 相談窓口の開設 

   

 

（２） 市民（所有者）等の役割 

耐震改修促進法により、耐震関係の基準に適合していない全ての建築物について、耐震化

の努力義務が課せられました。市民、建築物の所有者等は、生命・財産は自らが守るという

意識を持ち、耐震化に向けて行動することが必要です。 

 

① 耐震改修による被害の軽減、生命・財産の保護 

② 震災後の生活空間の確保 

③ 震災後の地域協力体制の確保 

④ 地域防災活動への積極的な参加 

⑤ 家具転倒防止による室内での震災事故防止 

⑥ 窓ガラス飛散、ブロック塀倒壊等による第三者への危害防止 

⑦ 保険制度を活用した震災リスクへの備え 
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1 熊本地震における建築物の被害の概要 

（１） 地震の概要 

平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分、熊本県熊本地方の深さ 11km でマグニチュード 6.5※の地

震（前震）が発生し、上益城郡益城町（以下「益城町」という。）では最大震度 7を観測しま

した。さらに、この地震の約 28 時間後の 4 月 16 日 1 時 25 分に同地方の深さ 12km でマグニ

チュード 7.3 の地震（本震）が発生し、益城町及び阿蘇郡西原村で震度 7を観測しました。 

震度 7 の観測は九州地方では初めてのことであるとともに、一連の地震活動で震度 7 を 2

度観測、さらに 2 自治体同時に震度 7 を観測したことは、観測史上初めてのことです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目  前震 本震 

発生日時 
平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分 

【震源地】熊本県熊本地方（深さ 11km） 

平成 28 年 4 月 16 日 1 時 25 分 

【震源地】熊本県熊本地方（深さ 12km） 

地震規模 マグニチュード 6.5 マグニチュード 7.3 

最大震度 震度７（益城町） 震度７（益城町、西原村） 

表 熊本地震の概要 

図 熊本地震（本震）の震度分布図及び推計震度分布図 

資料：気象庁ＨＰ 

※「マグニチュード」が地震そのものの規模を表すのに対し、「震度」はある場所での地震による揺れの大きさを表し

ます。同じ地震でも異なった場所では揺れが違うことがあります。気象庁は揺れの大きさを程度に応じ震度 0～7 の 8

段階に分け、うち震度 5 と 6を「弱」と「強」の 2 段階に区分しています。 

第 2 章 熊本地震における被害と市に影響を及ぼす断層等 
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（２） 熊本地震の被害状況 

令和 7年 4月 11 日現在、人的被害は死者 275 人、負傷者 2,739 人、住家被害は全壊 8,657

棟、半壊 34,489 棟、一部損壊 155,239 棟、合計 198,655 棟が被害を受けました。また、宅地

においても地盤の亀裂や陥没、液状化等の被害が確認されました。 

 

 

（３） 建築物被害の状況 

① 住宅等 

益城町中心部の建築物の被害が著しい地域で日本建築学会が行った建築物の悉皆
しっかい

調査（対

象範囲内の全数調査）では、旧耐震基準のもとで建設された木造建築物の倒壊率は 28.2％に

上り、新耐震基準のもとで建設された木造建築物の倒壊率（昭和 56 年 6 月～平成 12 年 5 月

は 8.7％、平成 12 年 6月以降は 2.2％）と比較して顕著に高くなっています。 

また、昭和 56年 6 月以降建設のうち倒壊した木造建築物の被害要因のほとんどは、柱と梁

等の接合部が平成12年6月以降の建築基準法の規定による仕様を満たしていなかったためで

あると分析されています。接合部以外で被害を大きくしたと考えられる要因としては、地盤

変状、隣接する建築物の衝突、シロアリによる木材の劣化がみられたとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害区分 状況 備考 

人的被害 死者数 275 人 6 月 19 日から 6 月 25 日に発生した被害のうち熊本地 

震との関連が認められた死者数 5 人を含む 

負傷者 2,739 人 6 月 19 日から 6 月 25 日に発生した被害のうち熊本地 

震との関連が認められた被害者 3 人を含む 

住家被害 全壊 8,657 棟 6 月 19 日から 6 月 25 日に発生した被害のうち熊本地 

震との関連が認められたものを含む 

（全壊 15 棟、半壊 100 棟、一部損壊 9 棟） 
半壊 34,489 棟 

一部損壊 155,239 棟 

非住家被害 公共建物 467 棟  

その他 12,670 棟 

表 被害状況一覧 

（資料：熊本県危機管理防災課（令和7年 4月 11 日）公表資料） 

図 熊本地震における木造建築物

の建築時期別の被害状況 

出典：「熊本地震における建築物被

害の原因分析を行う委員会」

報告書（平成 28 年 9 月） 
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② 学校施設、公共施設等 

県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校 637 校の 6 割以上にあたる 425 校が被災

しましたが、新耐震基準または、耐震補強済みの学校施設では、全体として軽微な損傷にと

どまりました。体育館の天井材や照明設備の落下等によって、指定避難所として十分に機能

しなかった施設もあり、また、一見被害が無かったように見える施設で、屋根ブレースの破

断や柱脚の破壊など、耐震性能の低下につながる被害が一部で確認されました。 

庁舎は、8 市町（八代市、人吉市、水俣市、天草市、宇土市、大津町、小国町、益城町）

において、損壊や倒壊の危険性が生じたことにより、行政機能の移転を余儀なくされました。 

また、建築物周辺地盤の凹凸などの地盤変状、液状化による建築物被害も数多く発生しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 住宅の倒壊 

図 渡り廊下の倒壊（校舎） 図 天井の脱落（校舎） 

（写真：熊本県教育委員会） 

図 庁舎棟の局部崩壊 図 液状化による建築物の傾斜 
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（４） その他の被害の状況 

その他、ブロック塀の倒壊による被害、エアコンの室外機や給湯施設の転倒の被害、エレ

ベーター停止による閉じ込め被害なども多く発生しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 本市の状況 

熊本地震において、震度 5 以上の揺れを観測した時間帯を大きく 3 つに分類しました。最

初に発生したマグニチュード 6.5 の地震（4月 14 日 21 時 26 分発生）による本市の最大震度

は、5 弱でした。しかし、28 時間後に発生した地震はマグニチュード 7.3（4月 16 日 1時 25

分発生）と最初の地震の規模を上回るもので、市でも震度 6 弱を観測しました。本市では人

命に関わる被害は発生していませんが、一部損壊等の建物被害を確認しています。 

 

  

 

罹災証明書交付件数（G=①+②+③+④） 

無被害 

の件数 

（H) 

証明書 

交付 

総数 

（G) 

罹災区分内訳 

全壊 

① 

大規模 

半壊 

② 

半壊 

③ 

一部 

損壊 

④ 

46 0  0  0  46  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ブロック塀の倒壊 図 給湯施設の転倒 

（熊本大学減災型社会システム実践研究教育ｾﾝﾀｰ） 

表 本市の住家被害に伴う罹災証明書の交付申請受付件数等の状況 

資料：熊本県危機管理防災課発表（令和 7 年 4 月 11 日までの累計処理件数） 
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 平成 28 年 

  発生月日 
発生時刻 震央地名 深さ Ｍ※ 最大震度 

本市 

最大震度 

1 

4 月 14 日 21:26 熊本県熊本地方 11km Ｍ6.5 7 5 弱 

(21:00 頃) 22:07 熊本県熊本地方 8km Ｍ5.8 6 弱 4 

  22:38 熊本県熊本地方 11km Ｍ5.0 5 弱 3 

  23:43 熊本県熊本地方 14km Ｍ5.1 5 弱 3 

4 月 15 日 0:03 熊本県熊本地方 7km Ｍ6.4 6 強 4 

(0:00 頃) 0:06 熊本県熊本地方 11km Ｍ5.0 5 強 2 

  1:53 熊本県熊本地方 12km Ｍ4.8 5 弱 2 

2 

4 月 16 日 1:25 熊本県熊本地方 12km Ｍ7.3 7 6 弱 

（1:00 頃） 1:44 熊本県熊本地方 15km Ｍ5.4 5 弱 4 

  1:45 熊本県熊本地方 11km Ｍ5.9 6 弱 4 

  3:03 熊本県阿蘇地方 7km Ｍ5.9 5 強 4 

  3:09 熊本県阿蘇地方 10km Ｍ4.2 5 弱 2 

  3:55 熊本県阿蘇地方 11km Ｍ5.8 6 強 3 

3 4 月 16 日 

7:23 熊本県熊本地方 12km Ｍ4.8 5 弱 2 

9:48 熊本県熊本地方 16km Ｍ5.4 6 弱 3 

9:50 熊本県熊本地方 15km Ｍ4.5 5 弱 2 

※ M:マグニチュード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 月 14 日～16 日午前までに発生した地震(震度 5 以上)と本市の震度の関係 

図 4 月 14 日～16 日午前までに発生した地震(震度 5 以上)と本市の震度推移図 

出典：気象庁データ  
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4 月 14 日 21 時 26 分に発生した地震による本市の揺れは震度 5 弱でした。4 月 16 日 1 時

25 分に発生した地震における揺れは震度 6 弱でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 熊本地震(4 月 14 日 21 時 26 分発生 マグニチュード 6.5)における本市の震度 

図 熊本地震(4 月 16 日 1 時 25 分発生 マグニチュード 7.3)における本市の震度 

※図中 数字は震度、「+」は強、「-」は弱を示す 

出典：気象庁データ  

震源 

震源 
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2 本市に影響を及ぼす地震 

（１）本市に近接する断層等 

県内及び近隣の断層の位置を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 本市の周辺の断層帯 
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断層帯名 

（起震断層/活動区間） 

長期評価で 

予想した 

地震規模 

（マグニチュード） 

我が国の主な活断層における相対的評価 平均活動間隔 

 地震発生確率 
最新活動時期 

30 年以内 50 年以内 100 年以内 

① 
布田川断層帯 

（宇土半島北岸区間） 

7.2 程度 

以上 
X ランク 不明 不明 不明 

不明 

不明 

② 
布田川断層帯 

（宇土区間） 
7.0 程度 X ランク 不明 不明 不明 

不明 

不明 

③ 
布田川断層帯 

（布田川区間） 
7.0 程度 Z ランク ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

8,100 年－26,000 年程度 

平成 28 年(2016 年)熊本地震 

④ 
日奈久断層帯 

（八代海区間） 
7.3 程度 S ランク 

ほぼ 0％～ 

16％ 

ほぼ 0％～ 

30％ 

ほぼ 0％～ 

50％ 

1,100 年－6,400 年程度 

約 1,700 年前以後、約 900 年前以前 

⑤ 
日奈久断層帯 

（日奈久区間） 
7.5 程度 S ランク 

ほぼ 0％～ 

6％ 

ほぼ 0％～ 

10％ 

ほぼ 0％～ 

20％ 

3,600 年－11,000 年程度 

約 8,400 年前以後－約 2,000 年前以前 

⑥ 
日奈久断層帯 

（高野-白旗区間） 
6.8 程度 X ランク 不明 不明 不明 

不明 

約 1,600 年前以後－約 1,200 年前以前 

⑦ 人吉盆地南縁断層 7.1 程度 A ランク 1％以下 2％以下 4％以下 
約 8,000 年以上 

約 7,300 年前以後－約 3,200 年前以前 

⑧ 緑川断層帯 7.4 程度 Z ランク 
0.04％～ 

0.09％ 

0.07％～ 

0.1％ 

0.1％～ 

0.3％ 

34,000－68,000 年程度 

不明 

⑨ 出水断層帯 7.0 程度 A ランク 
ほぼ 0％～ 

1％ 

ほぼ 0％～ 

2％ 

ほぼ 0％～ 

4％ 

概ね 8,000 年 

約 7,300 年前以後－約 2,400 年前以前 

⑩ 水縄断層帯 7.2 程度 Z ランク ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 
14,000 年程度 

679 年筑紫地震 

⑪ 
雲仙断層群 

（北部） 

7.3 程度 

以上 
X ランク 不明 不明 不明 

不明 

約 5,000 年前以後 

⑫ 
雲仙断層群 

（南東部） 
7.1 程度 X ランク 不明 不明 不明 

不明 

約 7,300 年前以後 

⑬ 
雲仙断層群 

（南西部/北部） 
7.3 程度 S ランク 

ほぼ 0％～ 

4％ 

ほぼ 0％～ 

7％ 

ほぼ 0％～ 

10％ 

約 2,500－4,700 年 

約 2,400 年前以後－11 世紀以前 

⑭ 
雲仙断層群 

（南西部/南部） 
7.1 程度 A ランク 

0.5％～ 

1％ 

0.8％～ 

2％ 
2％～5％ 

約 2,100－6,500 年 

約 4,500 年前以後－16 世紀以前 

⑮ 万年山-崩平山断層帯 7.3 程度 Z ランク 
0.004％ 

以下 

0.008％ 

以下 

0.03％ 

以下 

約 2,100－3,700 年 

13 世紀以後 

⑯ 日出生断層帯 7.5 程度 Z ランク ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 
約 20,000－27,000 年 

約 7,300 年前以後－6 世紀以前 

 

S ランク（高い） 

全国で 36 区間 

A ランク（やや高い） 

全国で 50 区間 

Z ランク（ほぼ 0％） 

全国で 62 区間 

Ｘランク（不明） 

全国で 57 区間 

計：205 区間 

出典：地震調査研究推進本部 今までに公表した活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧（令和 8 年 1 月 14 日現在） 

 

【地震調査研究推進本部とは】 

平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災の経験を活かし、地震に関する調査研究の成果を社会に伝え、政府として一元的に

推進するために作られた組織です。地震調査研究推進本部は、地震に関する調査研究の成果が国民や防災を担当する機関に十分に伝

達され活用される体制になっていなかったという課題意識の下に、行政施策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らか

にし、これを政府として一元的に推進するため、地震防災対策特別措置法に基づき総理府に設置（現・文部科学省に設置）された政

府の特別の機関です。 

表 本市の周辺の断層帯緒元 
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本市の周辺には、布田川断層帯、日奈久断層帯、雲仙断層群が位置します。 

 

（２）布田川断層帯 

布田川断層帯は阿蘇郡南阿蘇村か

ら益城町木山付近を経て宇土半島の

先端に至る断層帯です。熊本地震の震

源でありましたが、過去にも、断層帯

の北東端である荒尾山の南外輪山付

近で、1894 年と 1895 年にいずれもマ

グニチュード 6.3 の地震が発生し、家

屋等に被害が生じました。 

 

（３）日奈久断層帯 

日奈久断層帯は、益城町木山付近か

ら葦北（あしきた）郡芦北町を経て、

八代海南部に至る断層帯です。日奈久

断層帯は、断層南東側が相対的に隆起

する上下成分を伴う右横ずれ断層で

あり、一部では断層が並走して小規模

な地溝帯を形成しています。この付近

では、1916 年の地震（マグニチュー

ド 6.1）や 1931 年の群発地震（最大

マグニチュード 5.9）でも石垣の崩壊

などの被害が生じています。 

 

（４）雲仙断層群 

雲仙断層群は、島原湾から島原半島を経て橘湾にかけて分布する断層群です。雲仙断層群

のある島原半島では、1792 年に雲仙普賢岳の噴火活動に伴ってたびたび地震が発生しました。

1792 年 4月頃より島原半島周辺で有感地震が頻発し、5 月 21 日にはマグニチュード 6.4 の最

大の地震が発生しています。この地震が引き金となって古い溶岩ドームである眉山（当時前

山）の一部が大崩壊しました。崩壊した山体は有明海に流れこんで津波を発生させ、有明海

沿岸に甚大な被害を及ぼしました。この噴火活動の前から島原半島西部～千々石湾（橘湾）

付近を震源とする群発地震活動があり、1791 年 12 月の地震では島原半島西部の小浜で家屋

が倒壊して 2 名が死亡しています。なお、1990 年から始まった雲仙普賢岳の最新の噴火活動

（平成 3 年雲仙岳噴火）でも、噴火約 1 年前から島原半島西部～千々石湾で活発な地震活動

がありましたが、地震の規模は小さく被害はありませんでした。島原半島周辺では直接噴火

活動に結びつかない群発地震もたびたび発生しています。 

図 布田川断層帯・日奈久断層帯詳細図 
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（５）市内にある断層帯及び推定断層帯 

本市の周辺以外にも、本市内に下記のような断層帯や推定断層帯が存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 雲仙断層群詳細図 

出典：地震調査研究推進本部ホームページ 

図 本市内の断層帯及び推定断層帯 
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ア. 今田断層 

      河浦町都留から今田、勘太郎峠付近に達する北西から南東方向の断層で、地層の分

布のずれから南西側が 10～20ｍ下がった正断層※1であると推定されます。 

 

イ. 大宮地断層 

新和町大多尾付近に始まり、大宮地、楠浦町方原、枦宇土町寺の尾に達する（さら

に天草郡苓北町都呂々まで延びて天草灘に抜ける「柱岳断層」に連続する可能性あり）

北西から南東方向の明瞭な断層の一つです。地層の分布のずれから推定して、北東側

が数十ｍ下がっていると思われます。 

 

ウ. 上平断層 

河浦町宮野河内から深海町にかけて海岸線とほぼ平行に、陸地側に数百ｍ入ったと

ころにある断層です。断層面は垂直に近い高角で、「中田背斜」が西高根以南で褶曲

軸が東に寄るとともに、閉じた状態になって頂部が西から東へずれ上がって逆断層に

なったものです。この断層は浅海東の半島部を縦断する逆断層※2と、おそらく同じも

のです。「上平断層」の落差は、最も大きなところで 200ｍ以上あると思われます。 

 

※1 正断層 「縦ずれ断層」のうち、上盤側がずり下がるもの  

※2 逆断層 「縦ずれ断層」のうち、上盤側がのし上がるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：国土交通省国土政策局国土情報課ホームページ 
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3 揺れやすさの想定 

（１）本市の地盤及び標高について 

本市の微地形区分※1を示すと、本市のほとんどが山地で占められています。本渡付近は、

丘陵に区分され、河川の流域には谷底平野※2や、三角州※3地帯などの揺れやすい地形に区分

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 微地形区分：地形を形態、成り立ち、性質などから分類したもので、その土地が山地か台地か、低地かまた同

じ低地の中でも高燥な土地か、低湿な土地か、あるいは自然の地形を人工的にどのように改変し

ているかなどを、区分したもの。さらにそれを地盤の良否と密接な関連性と地震に対する特性に

よって分類した地形区分 

※2 谷底平野 ：山地・丘陵あるいは台地・段丘を刻む河川の堆積作用が及ぶ平坦地、及び河川の堆積作用により

形成された、広く開けた平坦地 

※3 三角州  ：過去の浅海堆積面が海退により陸化した平坦地、及び河川の河口部にあって主としてシルト、粘

土などの細粒物質からなる平坦地 

(出典：国土地理院ホームページ https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_configuration.html) 

 

 

 

 

 

 

 

微地形

山地

山麓地

丘陵

谷底低地

三角州・海岸低地

砂州・砂礫洲

礫・岩礁

埋立地

https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/lc_configuration.html
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（２）地盤の揺れやすさ 

微地形区分の特性を解析し、地盤の揺れやすさを解析した結果を図に示します。これは設

定した微地形区分に「標高」、「河川からの距離」、「地質」等の条件により算出した地表から

深さ 30m までの平均 S 波速度（以下「AVS30」という。）の分布を示した地図です。AVS30 の

速度が速いと揺れにくく、遅いと揺れやすくなります。本市における揺れやすさは下記の通

り山地である内陸部は揺れにくい結果となっていますが、湾岸部平野地域の河川近傍は揺れ

やすい結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVS30

揺れやすい

揺れにくい
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（３）揺れやすさマップ 

【周辺断層における地震】 

前項における地盤の揺れやすさを基に、下記に示す 3 つの市周辺断層のうち比較的影響の

大きいと予測できる断層を震源とした地震による、天草諸島付近の震度分布を示します。 

 

表 対象断層震源諸元 

番号 対象断層 マグニチュード 断層上端深さ 

１ 雲仙断層群北部 7.3 3km 

２ 布田川断層帯宇土半島北岸区間 7.2 3km 

３ 日奈久断層帯日奈久区間 7.5 3km 

４ 日奈久断層帯八代海区間 7.3 3km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 断層震源位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

３ 

４ 

２ 

設定した震源位置 

５ 
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図    雲仙断層群北部を震源とした地震による本市の震度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図   布田川断層帯宇土半島北岸区間を震源とした地震による本市の震度分布 

 

１ 

２ 
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震度５強

震度６弱
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震度７

SI

震度３以下

震度４

震度５弱

震度５強

震度６弱

震度６強

震度７
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図   日奈久断層帯日奈久区間を震源とした地震による本市の震度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図    日奈久断層帯八代海区間を震源とした地震による本市の震度分布 
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SI
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震度４
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震度５強

震度６弱

震度６強

震度７
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【どこにでも起きうる直下の地震】 

地震が少ないといわれてきた地域でも大規模な地震が発生したことを考えると、いつどこ

で大規模な地震が発生してもおかしくない状況であるともいえます。 

活断層に接していない部分についても、本市全域にマグニチュード 6.9 の直下型地震が発

生したと想定して地震動を予測しました。下図は、本市全域でマグニチュード 6.9 の直下型

地震が発生した場合の揺れやすさマップです。 

 

番号 対象断層 マグニチュード 断層上端深さ 

５ 市域直下の地震 6.9※ 4km※ 

※「地震防災マップ作成技術資料(平成 17 年・内閣府防災担当)による設定値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図   本市全域を震源とした地震による本市の震度分布 
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1 基本的な事項 

（1） 目標を設定する建築物について 

 耐震改修促進法及び国の基本方針を踏まえて、本市においても同様に耐震化の現状・課題を整

理し目標を設定することとします。 

 なお、本計画における対象建築物の位置付け及び目標の設定は、以下の表のとおりです。 

 

 

 

分類 対象建築物 

住 宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅 

特定建築物 

要緊急安全確認大規模建築物（耐震改修促進法附則第 3 条関係） 

病院やホテルなどの多数の者が利用する 5,000 ㎡以上の大規模な建築物等 

※耐震診断義務付け対象建築物 

要安全確認計画記載建築物（耐震改修促進法第 7 条関係） 

県耐震改修促進計画で指定する災害時に公益上必要な建築物 

※耐震診断義務付け対象建築物 

特定既存耐震不適格建築物（耐震改修促進法第 14 条関係） 

①多数の者が利用する一定規模以上の建築物 

②大量の火薬類や石油類等の危険物を貯蔵する施設 

③緊急輸送道路に面した建築物 

市有建築物（耐震改修促進法第 14 条関係） 

庁舎、学校、図書館等多数の者が利用する一定規模以上の建築物 

 

 

 

 

 

住 宅 令和 17 年度末までに耐震性が不十分なものを概ね解消 

特定建築物 
早期に耐震性が不十分なものを概ね解消 

※要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築物及び市有建築物は除く。 

 

 

 

 

 

第 3 章 建築物の耐震化の現状と目標設定 

表 1 対象建築物 

表 2 目標の設定 
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2 住宅の耐震化の現状と目標設定 

令和 7年 10 月末時点の本市の固定資産課税台帳による算出では、本市内の住宅の耐震化率は約

62％となります。前計画において、耐震性が不足するものを令和 7 年度末までに解消することを

目標に掲げて耐震化に取り組んできましたが、概ね解消するまでには至っておりません。 

このため住宅については、国の基本方針を踏まえて、令和 17年度までに耐震性の不十分な住宅

を概ね解消することを目標とします。 

 

 

 

  耐震性不明 耐震性あり 住宅総数 耐震化率（％） 

木造 15,746 戸 22,562 戸 38,308 戸 59% 

非木造   362 戸  3,523 戸  3,885 戸 91% 

全体 16,108 戸 26,085 戸 42,193 戸 62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の現状と目標設定 

平成 25 年 11 月 25 日に耐震改修促進法が改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者等に

は、対象建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成 27 年 12 月 31 日までに所管行政庁へ報告す

ることが義務付けられました。また、報告された耐震診断結果は、所管行政庁がホームページ等

で公表することとなっています。 

 本市内には対象建築物が 1 棟ありますが、平成 27 年度に耐震改修工事が完了しており、その結

果、耐震性が不十分なものは全て解消されています。 

 よって、現時点で指定している要緊急安全確認大規模建築物については、全て耐震性を有して

いることから、目標の設定は行いません。 

図 令和 7 年 10 月末時点 住宅の耐震化率 

表 住宅の耐震化率推計（令和 7 年 10 月末時点） 

資料：庁内資料による推計 
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要緊急安全確認大規模建築物とは、 

旧耐震基準で建てられた建築物のうち、多数の者が利用する大規模なもの。（下記表参照） 

建築物用途 
義務付け対象となる規模 

※階数は、地階を含みます 

（例 地下１階、地上２階の場合、階数は３）

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 

階数２以上及び 

床面積の合計 3,000 ㎡以上 

※屋内運動場の面積を含む 

体育館（一般公共の用に供されるもの） 
階数１以上及び 

床面積の合計 5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

階数３以上及び 

床面積の合計 5,000 ㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの 
階数 2 以上及び 

床面積の合計 5,000 ㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類す

るもの 

幼稚園、保育園 
階数 2 以上及び 

床面積の合計 1,500 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 

階数 3 以上及び 

床面積の合計 5,000 ㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これら

に類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降

又は待合の用に供するもの 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

階数 1 以上及び 

床面積の合計 5,000 ㎡以上 

（敷地境界線までの距離が危険物の区

分に応じて大臣が定める距離以下のも

のに限る） 

表 要緊急安全確認大規模建築物の用途及び規模 
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4 要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物）の耐震化の現状と目標設定 

 平成 25年 11 月 25 日に耐震改修促進法が改正され、要安全確認計画記載建築物のうち官公署や

病院などの防災拠点建築物（以下「要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物）」という。）の

所有者には、対象建築物の耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁が指定する期限までに所管

行政庁へ報告することが義務付けられました。また、報告された耐震診断結果は、所管行政庁が

ホームページ等で公表することとなっています。 

現時点において、本市内には対象となる建築物は無いため、目標の設定は行いません。 

 

5 特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状・課題 

 耐震改修促進法では、特に耐震化を図るべき建築物（以下「特定建築物」という。）として、以

下のものを位置付けています。 

①多数の者が利用する建築物で一定規模以上の建築物（以下「1号特定建築物」という。） 

②大量の火薬類や石油類等の危険物を貯蔵する施設（以下「2 号特定建築物」という。） 

③地震等の災害時に幹線的な輸送又は避難の役割を果たす道路（以下「緊急輸送道路」とい

う。）に面した建築物（以下「3号特定建築物」という。） 

特定建築物のうち旧耐震基準で建てられた耐震性が不十分なもの（以下「特定既存耐震不適格

建築物」という。）の所有者等には、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよ

う耐震診断及び耐震改修の努力義務が課せられています。 

令和7年度末時点の本市内の特定既存耐震不適格建築物の耐震化率は、1号特定建築物が88％、

2 号特定建築物が 56％、3 号特定建築物が 39％となっています。 

 このため、引き続き本市内に残る特定既存耐震不適格建築物について、耐震診断等を進める必

要があります。 

 

 

項    目 

昭和 56 年以前竣工の 

特定建築物推計数 

（棟） 

昭和 57 年以降竣工の 

特定建築物推計数 

（棟） 

全数 

(棟) 

耐震化率 

（%） 

1 号特定建築物 9 68※  77 88% 

2 号特定建築物 4 5  9 56% 

3 号特定建築物 79 50※ 129 39% 

資料：庁内資料による推計値 

要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物）とは、  

県耐震改修促進計画において指定する災害時に公益上必要な建築物で、県においては、「市町

村地域防災計画において、大規模な地震が発生した場合に、その利用を確保することが公益上

必要な建築物として特に指定した既存耐震不適格建築物（旧耐震基準で建築された耐震性能が

不明または不足している建築物）」としています。 

表 特定既存耐震不適格建築物の耐震化率推計（令和 7 年度） 

※ 建物規模、用途、立地場所等により、1 号及び 3 号特定建築物の両方に該当する建築物が存在する。 
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建築物用途 規模等 

法※1第 14 条第 1 号（1 号特定建築物） 令※2第 6 条第 2 項  

幼稚園、保育所 階数 2以上かつ 500㎡以上 

老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上 

学校は屋内運動場の面積を含む 
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

学校 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校 

学校 上記以外の学校 

階数 3 以上かつ 1,000㎡以上 

ボウリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸共同住宅、寄宿舎、下宿 

事務所 

博物館、美術館、図書館 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するも

の 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供するものを除く） 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は

待合の用に供するもの 

自動車車庫その他自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

体育館（一般の公共の用に供されるもの） 階数 1以上かつ 1,000㎡以上 

法第 14 条第 2 号（2 号特定建築物） 令第 7 条 

一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

政 令 で 定 め る 数 量以 上 の危

険物を貯蔵、処理する全ての建築

物 

法第 14 条第 3 号（3 号特定建築物） 令第 4 条 

緊急輸送道路沿道建築物 

耐震改修等促進計画で指定

する緊急輸送道路の沿道建

築物であって、前面道路幅員

の 1/2 超の高さの建築物（道

路幅員が 12m 以下の場合は

6m 超） 

表 特定既存耐震不適格建築物の用途・規模等 

※1 耐震改修促進法 ※2 耐震改修促進法施行令 
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【緊急輸送道路と沿道建築物の耐震化の現状・課題】 

緊急輸送道路は、地震等の災害直後から生ずる緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要

な道路として位置付けています。県では、当該緊急輸送道路及び知事が特に多数の者の円滑な避

難及び震災後の救援活動等の機能を確保するため必要と認めた道路について、耐震改修促進法第

5 条第 3 項第 3号の規定に基づく道路として指定されています。 

 

 

【熊本県緊急輸送道路ネットワーク】 

第一次緊急輸送道路 

県内外の広域的な輸送に不可欠な、高速自動車国道、一般国道（指

定区間のみ）と高速自動車国道インターチェンジ及び輸送拠点等と

を結ぶ幹線道路 

第二次緊急輸送道路 
第一次道路とネットワークを構成し、庁舎、警察署、消防署などの

防災活動拠点となる施設を相互に接続する幹線道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 熊本県緊急輸送道路ネットワークの概要 

図 熊本県緊急輸送道路ネットワーク図（出典：熊本県資料） 
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県が指定した路線の他に、災害時の拠点施設である本市庁舎（本庁舎及び各支所）が熊本県緊

急輸送道路沿いに位置しない場合で、熊本県緊急輸送道路へつなぐために必要と考える道路を、

本市指定の緊急輸送道路としています。 

令和 8 年 3 月現在、栖本支所、倉岳支所及び新和支所以外の本庁舎及び支所については、熊本

県緊急輸送道路沿道に位置しているため、本市指定の緊急輸送道路はありません。 

 

 

 

 

倒壊した場合、緊急輸送道路を閉塞すると思われる旧耐震基準で建てられた建築物については、

耐震診断等を行い、耐震性の確認をする必要があります。 

道路の位置付け 路線名 接続路線 

県指定の 

第一次緊急輸送道路 

国道 266 号  

国道 324 号  

国道 389 号  

熊本天草幹線道路 有明町区間、本渡道路区間 

県道 24 号 
枦宇土町(国道266 号交差点)～天草町下田北(国道389号交差点) 

港町(国道 324 号交差点)～諏訪町(県道 44 号交差点) 

県道 44 号 諏訪町(県道 24 号交差点)～本町(県道 47 号起点） 

県道 47 号 本町(県道 47 号起点)～五和町二江(国道 324 号交差点) 

県道 109 号 有明町大浦(国道 324 号交差点～大浦港） 

県道 280 号 天草町高浜南(国道 389 号交差点)～高浜港 

県道 308 号 港町(国道 324 号交差点)～本渡港 

県道 334 号 五和町城河原(県道 47 号交差点)～天草空港 

県指定の 

第二次緊急輸送道路 

県道 26 号 亀場町亀川(国道 324 号交差点)～久玉町(国道 266 号交差点) 

県道 34 号 栖本町馬場(国道 266 号交差点)～天草市区間 

県道 35 号 
牛深町(国道 266 号交差点)～天草市立牛深中学校 

河浦町河浦(国道 389 号交差点)～河浦支所入口交差点 

県道 333 号 御所浦町区間 

市道箱の水広瀬線及び

市道広瀬 3 号線の一部 
中村町(国道 324 号交差点)～広瀬公園 

本市指定の 

緊急輸送道路 

市道馬場湯船原線及び

市道馬場線の一部 
栖本町馬場(県道 34 号交差点)～栖本支所 

市道棚底中央線の一部、

市道棚底横断線の一部

及び市道八龍縦線 2 号

の一部 

倉岳町棚底(国道 266 号交差点)～倉岳支所 

※令和 8年度中に倉岳支所が国道 266 号沿道に移転予定のため、

移転後は市指定の緊急輸送道路を解除します。 

県道 289 号の一部 新和町小宮地(県道 26 号交差点)～新和支所 

表 本市内の緊急輸送道路 
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図 本市内の緊急輸送道路 

熊本県　第一次緊急輸送道路
熊本県　第二次緊急輸送道路

天草市　緊急輸送道路対象支所
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図 新和支所 緊急輸送道路 

図 倉岳支所 緊急輸送道路 

図 栖本支所 緊急輸送道路 

第二次緊急輸送道路 

県道 26 号 

県道 289号 

新和支所 

市道 棚底中央線 

市道 棚底横断線 市道 八龍縦線2号 

倉岳支所 

第一次緊急輸送道路 

国道 266 号 

栖本支所 

市道 馬場線 

市道 馬場湯船原線 

第二次緊急輸送道路 

県道 34 号 

第一次緊急輸送道路 

国道 266 号 
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6 市有建築物 

（１） 耐震化の現状 

耐震改修促進法第 14 条で定める市有の特定建築物は 125 棟（令和 7 年度）です。 

平成 29 年度に策定した市促進計画では、耐震化が必要な特定既存耐震不適格建築物が 1

棟ありましたが、この施設につきましては、令和 2 年度に耐震改修工事を完了しています。 

その結果、耐震性が不十分なものは全て解消されています。 

なお、特定建築物に該当しない避難所等の防災施設についても耐震化を促進していきます。 

 

 

 

 

 

資料：庁内資料による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

種別 全数 耐震性なし 耐震性あり 耐震化率 

市有の特定建築物 125 0 125 100% 

図 市有の特定建築物の耐震化率（令和 7 年度） 

表 市有の特定建築物の耐震化率（令和 7 年度） 



33 

 

 

1 基本方針の設定 

本計画の策定においては、これまでの計画内容を踏まえた上で熊本地震等の被害の状況、本市

の建築物の耐震化の現状等を勘案し、県が設定した以下に示す 4 つの基本方針を、県と連携して

建築物の更なる耐震化の促進に取組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）大規模地震災害から市民の生命財産を守るための住宅の耐震化の促進 

●「地震はいつ、どこで発生してもおかしくない。」という前提に立ち、今後想定され

る大規模地震に備えて、補助制度等の強化により住宅の耐震化を促進します。また、

新耐震基準で建てられた木造住宅についても耐震化を図ります。 

第 4 章 基本方針 

（２）建築物の耐震改修に向けた優先的な施策の推進 

●震災後の避難や救援活動を円滑にするため、特定既存耐震不適格建築物や緊急輸送

道路沿道建築物の耐震化にも取り組みます。 

（３）非構造部材・建築設備等の安全対策の促進 

●大規模地震発生時においては、天井脱落や外壁落下、エレベーター閉じ込め等の非

構造部材及び建築設備に起因する被害が多発していることから、非構造部材等の安

全対策に取り組みます。さらに、ブロック塀等の安全対策及び耐震シェルター等の

普及啓発にも取り組みます。 

（４）防災意識の向上、相談体制の整備及び人材の育成 

●県及び関係団体等と連携し、地震に関する知識の普及啓発を図り、住宅・建築物の

所有者等の防災意識を高めます。 

さらに、相談体制の整備を図るとともに、耐震診断や耐震改修などを担う専門的技

術者を確保するため、県と連携し人材育成に係る取組みを強化します。 

上記の方針を踏まえて、耐震化目標の達成に向けた施策の創出及び拡充を図ります。 
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1 住宅の耐震化に関する施策 

（１） 旧耐震基準で建てられた住宅の耐震化の促進 

住宅の耐震化を促進するためには、地域の防災対策等を自らの問題として意識し、市民自

ら耐震対策に取り組むことが不可欠です。自らの生命・財産は自らが守るという意識を持つ

とともに、住宅の耐震化に関する責任は住宅の所有者等にあることを自覚し、住宅の倒壊等

により周辺の安全に支障をきたすことがないよう住宅の耐震性を把握し、必要に応じて耐震

化を進めることが求められます。 

本市は県と連携し、木造戸建て住宅の耐震化に係る所有者負担を軽減するため、国の交付

金を活用した住宅の耐震化に関する補助制度を整備しており、令和 7年度からは、昨今の人

件費・物価の高騰を踏まえ補助限度額を引き上げる等、住宅の所有者等に対する住宅の耐震

化促進への環境づくりに取り組んでいます。 

 

（２） 昭和 56 年～平成 12年に建築された木造住宅の耐震化の促進 

熊本地震や能登半島地震では、新耐震基準で平成 12 年までに建てられた木造住宅の一部

に倒壊等の被害が見られたことから、この時期に建築された木造住宅の倒壊の危険性につい

ても周知を図っていく必要があります。 

国は、これらの木造住宅について、耐震性能を効率的に検証する方法として「新耐震基準

の木造住宅の耐震性能検証法（以下「新耐震木造住宅検証法」という。）」を作成し、普及を

図っており、本市は、県と連携して、支援内容を拡充するとともに、新耐震木造住宅検証法

の周知を行うことで、これらの木造住宅の耐震化の促進を図ります。 

 

（３） 老朽化した木造住宅等が密集している地域における耐震化の促進 

   老朽化した木造住宅等が密集している地域では、大規模地震時に老朽化した木造家屋等の

倒壊による圧死等の人的被害だけでなく、倒壊した建築物により道路が閉塞され、避難、人

命救助、消火活動に重大な支障をきたす危険性が高まります。 

このような地域においては、より県と密に連携し、道路整備やまちづくりの状況も踏まえ

老朽化した木造住宅等の耐震化を促進できるよう取り組みます。 

 

（４） 低コストで汎用性が高い耐震改修方法等の普及啓発 

木造住宅の耐震化においては、住宅の所有者等の費用負担面の不安が大きく、工事内容に

よっては生活への影響も考えられます。また、本市内においては高齢化率が比較的高い傾向

にあることから、耐震化に踏み出せないことも考えられます。 

近年では、低コストで汎用性が高い耐震改修方法等が次々と開発されており、以前よりも

住宅の耐震化を進めやすい状況になってきています。 

   そのため、本市の広報紙やホームページ等を活用した普及啓発を実施し、木造住宅の耐震

化の促進を図ります。 

第 5 章 建築物の耐震化を促進するための施策 
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外部から金属のブレースを 

設置した改修例 

（写真：北海道立総合研究機構建築研究本部

建築性能試験センター） 

重い屋根から軽い屋根に葺き替えて 

建物への負担を減らした改修例 

（写真：和歌山県） 

画像①、② 耐震シェルターの施工例 

（写真：東京都都市整備局） 

押入や物入の壁を耐震補強した改修例 

（写真：半田市） 

天井、床を解体せずに壁を 

補強する低コストの改修例 

（写真：半田市） 

① 

② 

（参考）木造住宅の耐震改修の例 

天井、床を解体せずに壁を 

補強する低コストの改修例 

（写真：NPO 法人耐震化アドバイザー協議会） 
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2 特定既存耐震不適格建築物の耐震化の推進 

   耐震改修促進法第 14 条各号による特定既存耐震不適格建築物については、その規模が大

きく多数の利用者が想定されることから、地震災害の際に生ずる人的被害や経済的損失が甚

大となる可能性があります。 

本市は、これらの特定既存耐震不適格建築物の耐震化を優先的に進めるため、県と連携し

耐震診断及び耐震改修について、建築物所有者への働きかけを行います。 

 

3 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進 

地震により、緊急輸送道路などの防災上重要な道路に接する建築物の倒壊等で通行障害が

起こらないように、緊急輸送道路沿道の建築物について耐震化を促進することが重要です。 

通行障害を起こした場合、広域的な避難や救急・消火活動に大きな支障をきたし、緊急物

資等の輸送や、復旧・復興活動を困難にさせることが懸念されます。 

耐震改修促進法では、旧耐震基準の建築物で緊急輸送道路に接する一定の高さ以上の建築

物の所有者等は、耐震診断等に努めるものとなっています。 

本市は県と連携し、建築物所有者等に対して必要に応じて耐震改修促進法第 15 条第 1項に

基づく国の交付金を活用した耐震診断に関する補助制度の利用促進や耐震化に関する指導及

び助言を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 通行障害となる建築物 

特
定
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物 

地震により倒壊し道路を閉塞した建築物 （写真：東京都都市整備局） 
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4 非構造部材・建築設備等の安全対策の促進 

  これまで発生した大規模地震では、多数の建築物で天井の脱落、窓ガラスの破損、内外壁の

脱落等が発生し、特に、大規模空間を有する建築物の天井脱落事故による死傷者も発生してお

り、熊本地震においても、天井が脱落するなど、非構造部材の被害がありました。 

  建築基準法施行令第 39 条では「屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建

築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その

他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。」とされており、地震時の非

構造部材に起因する被害の軽減に向けて、本市は適切な安全対策が講じられるよう施設管理者

等へ注意喚起するとともに、これらの危険性をパンフレット等で広く周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 天井の安全対策 

平成 23 年の東日本大震災では、比較的新しい建築物も含め、体育館、劇場などの大規模空

間を有する建築物の天井が脱落して、甚大な被害が多数発生しました。そのことを踏まえて、

平成 26 年 4 月 1 日に天井の脱落対策に係る新たな基準が定められました。これにより「特定

天井」（脱落により重大な危害を生ずるおそれがある天井）に該当する場合、これらの技術基

準に基づき脱落防止対策を行うことが義務づけられました。本市は、これらの基準や最新の

知見などを踏まえて、特定天井の点検・調査や安全対策指導を行います。 

特に既存建築物については、定期報告制度等の活用による状況把握や早急に改善すべき建

築物の改修などについて施設管理者等へ適切な指導等を行い天井の安全対策を促進します。 

 

（２） 窓ガラス、内外壁の安全対策 

大規模な地震が発生した際には、建築物の倒壊だけでなく、窓ガラスの飛散や外壁、看板

等、建築物の外装材等の損壊・落下による通行人への被害や緊急輸送等への支障が懸念され

ます。また、階高の高い空間等における内装材が脱落した場合、大規模空間の天井脱落と同

様に大きな被害となることが想定されます。このため、地震発生時に建築物からの落下物を

防ぎ、安全性を確保するために、建築物の所有者等に対して適正な維持管理の啓発を行いま

す。 

 

非構造部材の被害（天井・窓ガラス・外壁） （写真：熊本県） 
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（３） エレベーターの安全対策 

東日本大震災や熊本地震において、エレベーター停止による

閉じ込め被害が数多く発生しました。地震時の混乱を早期に解

消する上でもエレベーターの安全確保は重要です。 

平成 21 年 9 月に建築基準法施行令が改正され、新たに設置さ

れるエレベーターについては安全装置（地震時管制運転装置、

戸開走行保護装置等）の設置が義務づけられていますが、既設

エレベーターについても、改修を進めることが必要なため、指

定性能評価機関等の関係団体とともに情報提供を行い、エレベ

ーターの安全対策を促進します。 

 

（４） エスカレーターの安全対策 

これまで発生した大規模地震において、エスカレーター

の落下事故やエスカレーター接続部の被害が報告されています。エスカレーターは、商業施

設等の大量輸送が求められる建築物等に設置されており、地震時の事故等が発生しないよう、

落下防止等に係る安全対策を図ることが重要です。 

国土交通省では、現行の「昇降機耐震設計・施工指針（財団法人日本建築設備・昇降機セ

ンター等）」を基本として、落下対策等の必要事項を追加・修正することにより「エスカレー

ターの落下防止対策に係る技術基準原案」を策定しています。 

技術基準原案に示される主な対策は、落下防止のため

の十分な「かかり代」の確保、ワイヤーロープ等による

落下防止措置の２点であり、新設エスカレーターへの適

合を義務づけることとしています。 

本市は、既設エスカレーターについても定期検査報告

制度等の活用により建築物所有者等への当該基準の周知

を図り、エスカレーターの安全対策を促進します。 

 

（５） その他の建築設備等の安全対策 

建築基準法第 2 条第 3 号に定義づけられる建築設備のうち、電気、ガス、暖房、冷房、消

火、排煙に係る設備については、漏電や火災等の地震発生後の二次災害等に繋がる可能性が

あるとともに、消火や救助、避難等の円滑な活動に支障をきたすおそれがあることから、十

分な安全対策が必要です。 

特に、地震時の設備機器の転倒・脱落による人的被害を防止するために、建築基準法施行

令第 129 条の 2 の 3 の規定に基づく告示「建築設備の構造耐力上安全な構造方法」に規定す

る支持構造部及び緊結金物等の基準に従い適切な措置を講ずる必要があります。 

建築設備については、関係する法令や告示等を踏まえ、安全対策の重要性について周知す

るとともに、点検や改善の手法等に関する知識の普及を図り、その他の建築設備等の安全対

策を促進します。 

エレベーターの戸開走行・地震対策に 

関するリーフレット（資料：国土交通省） 

エスカレーター落下（資料：国土交通省） 
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（６） ブロック塀等の安全対策 

平成 30 年の大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀の倒壊に巻き込まれ尊い命が失

われました。 

地震時のブロック塀の倒壊は、人的被害だけでなく円滑な避難活動にも影響を及ぼすこと

から、構造安全性の確認を促すとともに、安全性を満足しない無筋ブロック塀等については、

補強、撤去、生け垣への変更の手法等、関連する情報提供を行います。 

また、避難路（国道、県道、市道、及び本市が管理

する道、並びに住宅や事業所等から避難所や避難地等

へ至る経路（通学路を含む。））の安全を確保するため、

その沿道の危険なブロック塀等に対しては、天草市危

険ブロック塀等安全確保支援事業等により耐震診断、

除却、改修等を促します。 

さらに、建築物に取り付けられた屋外広告物や屋上

突出物等についても、安全性の確認を促し、適切な措

置を講じられるよう指導等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 文化財建造物の安全対策 

熊本地震では多数の文化財建造物が被害を受けましたが、文化財建造物は、構造・材料を

変更せず旧来の形状を保存維持することを旨としているため、現行の建築基準法に基づいた

補強策を採用しがたい状況にあります。 

このため、文化庁において策定された「文化財建造物等の地震時における安全性確保に関

する指針（平成 8年 1月）」及び「重要文化財（建造物）耐震診断指針（平成 24 年 6月改正）」

に則した文化財建造物の耐震性能を確保するための取組みを支援します。 

図 ブロック塀等の点検のチェックポイント 

（資料：国土交通省） 

画像 ブロック塀の被害 

（資料：国土交通省） 
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5 防災意識の向上、相談体制の整備及び人材の育成 

  建築物の耐震化は、所有者等の判断により実施されるものであることから、その促進には、

所有者等が自らの建築物の耐震性や地震リスクを正しく理解し、耐震診断及び耐震改修に主体

的に取り組むための意識向上が不可欠です。所有者等の理解促進と行動喚起を図るため、本市

は以下の取組みを行います。 

 

（１） 耐震化を促進するための環境整備 

住宅の所有者等が耐震化に取組みやすいような環境を整備します。 

 

【市民相談体制等】 

相談窓口を設置して、市民からの住宅の耐震化に関する相談に対応します。窓口では、

耐震化に関する補助制度等について、情報を提供するよう努めます。 

 

【パンフレットの配布や広報媒体を活用した普及啓発】 

住宅の耐震化に係る普及啓発のためのパンフレットを配布し、耐震化の重要性について

意識啓発に努めます。また、耐震化に係る情報を市の広報紙やホームページへ掲載するな

ど、広報媒体を活用した啓発を行います。 

 

（２） 耐震診断・耐震改修の促進を図るための支援策 

市民に対し、住宅の耐震診断及び耐震改修の必要性や重要性について普及啓発に積極的に

取組むとともに、耐震診断・耐震改修等に対する支援策を講じて住宅の耐震化を促進します。 

また、国・県・本市の支援以外にも、税制や融資における優遇措置が用意されていること

から、本市は建築物所有者に対する各種支援策の情報を積極的に発信し、耐震化に向けた機

運を醸成します。 

 

【税制面の優遇措置】 

既存住宅の耐震改修工事に対しては、減税措置が設けられており、耐震改修工事を行っ

た場合、所得税や固定資産税の減税が受けられます。 

 

 

種別 名称 概要 

所得税の控除 住宅耐震改修特別控除 現行の耐震基準に適合する改修工事を自己資金等によ

り行うことで、所得税の控除が受けられる。 

耐震改修に係る住宅借

入金特別控除 

現行の耐震基準に適合する改修工事を 10 年以上のロ

ーンを組んで行うことで所得税の控除が受けられる。 

固定資産税の減額 耐震改修に係る固定資

産税の減額措置 

現行の耐震基準に適合する改修工事を行うことで、固

定資産税の減額措置が受けられる。 

 

 

耐震改修に係る税制優遇措置の概要（令和 8年 3 月時点） 
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【耐震改修に係る融資制度】 

住宅金融支援機構をはじめとする金融機関では、耐震改修に対応した優遇条件の融資商

品が提供されています。これらは新築住宅だけでなく、対象者や建物の特性に応じた多様

な商品が用意されています。 

 

 

対象 内容 

戸建て住宅所有者向け リフォーム融資（耐震改修工事） 

工事内容や審査基準が明確に定められており、一般のリフォームより

も融資を受けやすい仕組み。 

高齢者向け 

（60 歳以上が対象） 

リ・バース６０ 

高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローンで、住宅や土地を担保に

毎月の支払いは利息のみとなるなど、一般の住宅ローンよりも毎月の

支払いの負担が少ない。 

マンション管理組合向け マンション共用部分リフォーム融資 

管理組合が借り入れ主体となる融資制度で、区分所有者全員が個別に

借り入れる必要がない。 

 

（３） リフォーム等に併せた耐震改修の普及 

住まいの家族構成や生活スタイルに合わせて台所やトイレなど

のリフォーム等が必要になる場合に併せて耐震改修を行うと、耐

震改修工事を単独で行うよりも安価で効率的にできる場合があり

ます。他にも、省エネ改修、バリアフリー改修と併せて行うこと

や、段階的なリフォームに併せて行うことも考えられます。 

本市は、リフォームに併せた耐震改修の情報について、耐震相

談やパンフレットの配布を行うなど、県及び建築関係団体とも連

携して住宅の所有者等に対して普及啓発を図ります。 

 

（４） 住宅の耐震性低下の防止に関する普及啓発 

木造住宅等の柱や梁などの構造部材の腐朽やシロアリ被害などによる耐震性の低下を防止

するため、日頃から屋根、外壁、基礎のひびや欠け、内装のシミ等の雨漏りの兆候、床下等

の蟻道（ぎどう。シロアリの分泌物等でできた通り道）の有無の点検、床下等の換気、点検

で異常があった場合の適切な補修等の対策を行うことが重要です。 

本市は、情報提供や建築相談窓口でのアドバイス等による普及啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

シロアリによる被害（柱脚・小屋裏・畳） （写真：国土交通省） 

住宅金融支援機構等の耐震工事に係る融資制度（令和 8 年 3月時点） 

住宅リフォームガイドブック 

（資料：一般社団法人 

住宅リフォーム推進協議会） 
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（５） 家具等の転倒防止対策 

建築物に被害がなくても、家具等の転倒や散乱で、下敷きにな

ったり避難が遅れたりといった被害を未然に防止することが重

要です。 

そのためには、家具や電化製品などの転倒を防止する金物等に

よる固定や家具等のガラスの飛散防止対策、大型家具や電化製品

などの配置の工夫（就寝場所や避難経路からはずれた場所への配

置換え等）など、屋内外の日常の安全点検による地震に対する備

えについて知識の普及啓発を行う必要があります。 

本市は、防災読本等により、家具の転倒防止対策について周知するとともに、家具の固定

方法等の普及を図ります。 

 

（６） 保険制度の加入促進 

大規模地震が発生し、住宅や建築物の損傷、家具の転倒、窓

ガラスの破損の被害が生じた場合、再建に多額の費用や時間を

要します。 

災害救助法や被災者生活再建支援制度等の公的支援は存在し

ますが、公的支援には限りがあり、住宅の再建や修繕に必要な

費用を十分にまかなうことは困難です。 

このため、本市は、万が一の備えとして被災後の迅速な生活

再建を可能とできるよう、保険制度の必要性を周知するととも

に活用について普及啓発を図ります。 

 

（７） 自主防災組織や自治会組織等との連携による普及啓発 

地震防災対策として、「自らの命は自らで守る」「自分たちの地域は自分たちで守る」とい

う共通の目的を持って住民が自発的に結成する組織である自主防災組織の活動が、非常に有

効であるといわれています。本市内でも、自治会や町内会等が自主防災組織として本市と連

携した活動が行われています。 

本市は、県及び建築関係団体と連携して、自主防災組織や自治会等に対して、耐震診断及

び耐震改修の啓発のため、パンフレットの配布、専門家や建築技術者の派遣、補助制度に関

する情報提供等の必要な支援を行います。 

 

（８） 耐震化を担う専門的な技術者の育成 

建築物の耐震化を進めるためには、耐震診断や耐震改修などに携わる建築関係者が専門的

な知識と技術を習得していることが重要です。 

また、県内では、技術者の不足や高齢化が進んでおり、特に地方部ではその傾向が強く、

担い手の育成が喫緊の課題であり、建築物の耐震化をより円滑に進めていくためには、継続

的に技術者を育成することも重要です。 

地震保険パンフレット 

（資料：一般社団法人 日本損害保険協会） 
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今後、耐震診断や耐震改修などの需要が増加することに伴い、より多くの建築技術者が必

要となります。 

   このため、本市は、県と連携し、実情に応じた技術者向けの講習会を開催するなど、より

多くの技術者が参加できるよう、人材育成の強化を図ります。 

また、住宅所有者等に対しては、技術者リスト等の情報を発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築実務者向け講習会 （写真：熊本県） 技術者向け講習会（施工演習） （写真：熊本県） 

技術者向け講習会（設計演習） （写真：熊本県） 技術者向け講習会（オンライン版） （資料：熊本県） 

建築実務者向け講習会（写真：熊本県） 技術者向け講習会（施工演習） （写真：熊本県） 
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6 所管行政庁としての耐震診断及び耐震改修の指導等 

本市は、特定既存耐震不適格建築物等の所有者に対し、耐震改修促進法第 15 条の規定に基づ

き、以下の耐震診断及び耐震改修に関する措置を講じます。 

 

（１）耐震診断及び耐震改修の指導等 

   ①指導及び助言 

本市は、防災立入調査等の機会を通じて特定既存耐震不適格建築物の所有者に対して、

パンフレットを用いるなど建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性について説明を行い、

耐震診断又は耐震改修の実施に向けて指導及び助言を行います。 

また、所有者の耐震に関する意識啓発のための文書の送付等を行います。 

 

   ②指示 

    指導及び助言を行っても耐震診断又は耐震改修が実施されない場合には、具体的に実施

すべき事項を明示した指示書を交付するなど必要な指示を行います。 

 

   ③指示に従わない場合の公表 

耐震診断又は耐震改修の指示に従わない場合は、所有者に事情聴取を行い、正当な理由

がないと判断された場合は、公表を行います。 

なお、特定既存耐震不適格建築物の所有者が指示を受けて、直ちに指示内容を実施しな

い場合であっても、耐震診断又は耐震改修の実施計画を策定して計画的な耐震診断や耐震

改修が行われる見込みがある場合は、その計画内容等を勘案して公表の判断を行います。 

公表は、県民へ広く周知するため、県のホームページへの掲載等により行います。 

 

（２）耐震診断及び耐震改修の指導等を行うべき建築物の選定 

  特定既存耐震不適格建築物の指導等は、表 1及び表 2 により、以下の建築物について、緊

急性、必要性を勘案して重点的に行います。 

 

①指導及び助言の対象建築物 

     耐震改修促進法第 15 条第 1項の規定に基づく指導及び助言の対象となる建築物は、表

1 に掲げる特定既存耐震不適格建築物とします。 

 

②指示対象建築物 

   ⅰ 耐震診断を指示する建築物 

      耐震改修促進法第15条第2項の規定に基づき耐震診断を指示する対象となる建築物  

は、表 1 に示す特定既存耐震不適格建築物のうち、耐震診断及び耐震改修の適格な実

施を確保する必要があると認められるものです。（以下「耐震診断を指示する建築物」

という。） 
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ⅱ 耐震改修を指示する建築物 

耐震改修促進法第15条第2項の規定に基づき耐震改修を指示する対象となる建築物は、 

耐震診断を指示する建築物のうち、表 2に示すランクⅡ、ランクⅢの建築物とします。 

 

③公表対象建築物 

  ⅰ 耐震診断していないことを公表する建築物 

耐震改修促進法第15条第3項の規定に基づき耐震診断していないことを公表する対象

となる建築物は、同条第 2 項の規定に基づき耐震診断を指示した建築物のうち、昭和 46

年に改正された建築基準法の構造基準（阪神・淡路大震災建築震災調査委員会の報告に

より、建築年と被害状況との関係から昭和 56 年より更に古い昭和 46年以前の建築物は

倒壊等の甚大な被害が大きいことが報告されているため）を満足していないもので、正

当な理由がなく、その指示に従わなかったものです。 

 

ⅱ 耐震改修していないことを公表する建築物 

耐震改修促進法第15条第3項の規定に基づき耐震改修していないことを公表する対象

となる建築物は、同条第 2 項の規定に基づき耐震改修を指示した建築物のうち、正当な

理由がなく、その指示に従わなかった次の要件に該当するものです。 

■表 2に示すランクⅡ、ランクⅢに該当する表 1①に示す建築物 

■表 2に示すランクⅢに該当する表 1②と表 1③に示す建築物 

 

（３）建築基準法による勧告及び命令等の実施 

上記の耐震改修の指示に従わないために公表を行ったにもかかわらず、当該建築物の所有

者が耐震改修等を行わない場合、表 3 に示す建築基準法第 10 条の規定に基づき、建築物の敷

地、構造又は建築設備について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著し

く保安上危険となると認められる建築物のうち、中規模程度の地震で倒壊するおそれのある

表 2 に示す耐震性能ランクⅢの建築物に対して、保安上必要な措置をとることを勧告し、必

要に応じ命令を行います。 

 

（４）県との連携 

所管行政庁が優先的に指導等を行うべき建築物の選定及び実施の手順、公表のあり方等に

ついては、耐震改修促進法の規定に基づき、県と連携して行います。 

また、勧告又は命令等の実施にあたっても、建築基準法の規定に基づいて、県と連携して

行います。 
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表 1 耐震改修促進法第 15 条第 2 項の特定既存耐震不適格建築物等の 

耐震診断又は耐震改修の指示等を行う建築物 

表 2 各ランクの建築物の耐震性能 （国土交通省告示第 184 号 H18.1.25） 
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7 県及び関係団体との耐震化の促進に関する連携 

（１）熊本県建築物安全安心推進協議会 

   一般社団法人熊本県建築士事務所協会、一般社団法人熊本県建築協会、公益社団法人熊本

県建築士会、一般財団法人熊本県建築住宅センター、熊本県建築組合連合会等の県内の建築

関係団体や関係行政機関などで構成されている熊本県建築物安全安心推進協議会が平成 11

年 9 月に設置され、建築物の安全性等を適確に確保するための施策が策定され、実施されて

います。本市では、引き続き同協議会と連携を図りながら耐震診断及び耐震改修の促進に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勧告 命令 命令 

建築基準法第 10 条第 1 項 建築基準法第 10 条第 2 項 建築基準法第 10 条第 3 項 

特定行政庁は、損傷、腐食その

他の劣化が進み、そのまま放置す

れば著しく保安上危険となり、又

は著しく衛生上有害となるおそ

れがあると認める場合において

は、当該建築物又はその敷地の所

有者、管理者又は占有者に対し

て、相当の猶予期限を付けて、当

該建築物の除却、移転、改築、増

築、修繕、模様替、使用中止、使

用制限その他保安上必要な措置

をとることを勧告することがで

きる。 

特定行政庁は、前項の勧告を受

けた者が正当な理由がなくてそ

の勧告に係る措置をとらなかっ

た場合において、特に必要がある

と認めるときは、その者に対し、

相当の猶予期限を付けて、その勧

告に係る措置をとることを命ず

ることができる。 

前項の規定による場合のほか、

特定行政庁は、建築物の敷地、構

造又は建築設備が著しく保安上

危険であると認める場合におい

ては、当該建築物又はその敷地の

所有者、管理者又は占有者に対し

て、相当の猶予期限を付けて、当

該建築物の除却、移転、改築、増

築、修繕、模様替、使用禁止、使

用制限その他保安上必要な措置

をとることを命ずることができ

る。 

表 3 建築基準法による勧告又は命令等（一部抜粋） 

[熊本県建築物安全安心推進協議会構成団体] 

【行政機関】 

熊本県、熊本市、八代市、天草市 

【関係団体】 

一般財団法人熊本県建築住宅センター、公益社団法人熊本県建築士会、 

一般社団法人熊本県建築士事務所協会、一般社団法人熊本県建築協会、 

熊本県建築組合連合会 

【関係機関】 

日本 ERI 株式会社熊本支店、株式会社熊本建築確認検査機関、 

株式会社 ACS 熊本、一般財団法人熊本建築審査センター、 

一般財団法人熊本建築構造評価センター 
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（２）熊本県建築物耐震対策市町村連絡会議 

   県は、平成 17 年度から県内市町村を対象に建築物耐震対策連絡会議を開催しております。 

本市は、県及び関係団体と連携した耐震対策を推進するため、この連絡会議を通じて市民

に対する知識の普及啓発に努めていきます。 

 

（３）各種業界団体との耐震化の促進に関する連携 

   本市は、建築関係団体との連携のほかに、病院、旅館・ホテル、店舗等の各種業界団体と

も連携して耐震診断及び耐震改修に関する知識の普及や啓発を行うなど、特定既存耐震不適

格建築物や多数の者が利用する施設などの耐震化の促進に努めます。 

 

（４）被災建築物応急危険度判定体制 

被災建築物応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する

余震などによる倒壊の危険性や外壁及び窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判

定し、その判定結果を建築物の見やすい場所に表示することにより、人命にかかわる二次的

災害を防止することを目的として実施するものです。 

熊本地震では、余震等による二次災害を防止するため、被災した建築物の応急危険度判定

を 57,570 件（全国被災建築物応急危険度判定協議会 4月 15 日～6月 4 日）実施しました。 

地震により建築物、宅地等が被害を受け、被災建築物等の応急危険度判定が必要な場合は、

本市及び県は、「熊本県被災建築物応急危険度判定要項」に基づき必要な措置を講じます。 

 

 

 

被災建築物応急危険度判定の様子、判定ステッカー （写真：熊本県） 


